
職員各位 

処遇改善加算を財源とした職員への支給について 

 

日頃から地域の要支援・要介護高齢者や障がい者の方々に自立した日常生活を送ってい

ただけるよう取り組んでいただき、ありがとうございます。 

その成果のひとつである介護報酬に含まれる処遇改善加算を財源とした職員への支給に

ついて、職員のモチベーションにつながるよう以下の通り支給いたします。 

尚、サービスの種類、地域により算定額が異なっておりますので。当社では該当する職

員に対して一律に支給いたします。 

 

記 

 

1. 処遇改善加算  

■ 配分方法 「処遇改善加算」を財源とする配分方法は、年度毎に（1）基本給に上乗せ

する昇給の一部 （2）手当（3）休日、夜間出勤手当に充当し配分を行っています。  

■ 支給方法 （1）毎月「処遇改善加算」として支給（2）毎月の手当に上乗せして支給。 

 

2.処遇改善加算の概要（厚生労働省通知抜粋） 

（1）基本的考え方  

令和６年度介護報酬改定においては、①事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減

する観点、②利用者にとって分かりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観

点、③事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点から、処遇改善に係る加算の

一本化を行った。 具体的には、旧３加算（介護職員処遇改善加算（以下「旧処遇改善加

算」という。）、介護職員等特定処遇改善加算（以下「旧特定加算」という。）及び介護職

員等ベースアップ等支援加算（以下「旧ベースアップ等加算」という。）をいう。以下同

じ。）の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和６年６月から「介護職員等処

遇改善加算」（以下単に「処遇改善加算」という。）への一本化を行うとともに、加算率の

引上げや配分方法の工夫を行った。 さらに、令和６年度補正予算においては、更なる業

務効率化や職場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築する事業所に対し、

所要の額を補助する事業として、介護人材確保・職場環境改善等事業を盛り込み、介護現

場における更なる賃上げに向けた支援を行うこととしている。 また、処遇改善加算の更

なる取得促進に向けて、事業者の事務負担等に配慮し、令和７年度中は経過措置期間を設

けることとする。 

  



 

⑵ 賃金改善の実施に係る基本的な考え方  

介護サービス事業者又は介護保険施設（介護予防・日常生活支援総合事業の事業者を含

む。以下「介護サービス事業者等」という。）は、処遇改善加算の算定額に相当する介護

職員その他の職員の賃金（基本給、手当、賞与等（退職手当を除く。以下同じ。）を含

む。）の改善（以下「賃金改善」といい、当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担

の増加分を含むことができる。）を実施しなければならない。  

その際、賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする項目を特定した上で行うも

のとする。この場合、本通知５⑵の届出を行う場合を除き、特定した項目を含め、賃金水

準（賃金の高さの水準をいう。以下同じ。）を低下させてはならない。また、安定的な処

遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましい。  

処遇改善加算を用いて行う賃金改善における職種間の賃金配分については、介護職員への

配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員（介護福祉士であって、経験・技能を有

する介護職員と認められる者をいう。具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、

所属する法人等における勤続年数 10 年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人におけ

る経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定することとする。 

 

                                   以 上 


